
事業基盤の回復を図り、
リスク管理・耐性を強化しながら、
中期経営計画2025の
達成を目指してまいります。

　当社グループは、エネルギーを中心に人々の快適・安全・安心な暮らしと地域の発展に貢献するという
グループミッションを掲げ、「暮らしを支えるマルチユーティリティ企業グループ」を目指して事業運営を
進めています。
　ロシアのウクライナ侵攻後、世界のエネルギー情勢が大きく様変わりするなか、我が国においては、エ
ネルギーの安定供給を大前提に、脱炭素化社会を実現していく「GX（グリーン・トランスフォーメー
ション）実現に向けた基本方針」が閣議決定され、2023年5月には、「GX推進法」および「GX脱炭素電源
法」が成立しました。また、昨今のエネルギー価格の上昇に伴い、再生可能エネルギーのオフサイトPPA
や地産地消モデル、需要家側のデマンド・レスポンスを組み入れた分散型リソースなどが広がりを見せて
おり、新たな価値を提供する事業モデルが萌芽しています。
　こうした状況下で当社は、「S＋３E」の重要性や事業経営におけるリスク管理・レジリエンスの重要性を
改めて認識し、エネルギー供給を支える責任ある事業者として、電力の安定供給はもとより、GXの実現
に向けて、電源の低炭素化・脱炭素化の検討を加速するとともに、並行して、社会やお客さまニーズの変
化に伴い拡大している分散型エネルギー事業などについて対応を進めております。
　2023年度については、「電気事業経営を正常化して事業基盤を回復し、中期経営計画2025の目標達
成に向けてリスタートする年」と位置づけ、
　・電気事業における収益性向上
　・電気事業以外の事業の収益拡大
　・持続的な企業価値創出の基盤強化（ESG、SDGsの継続・深掘り）
を経営方針に掲げ、リスク耐性を強化しながら足元の業績回復を図り、将来に亘る持続的な価値創造を
進めてまいります。
　 当社グループは、四国地域における強固なブランド力・信用力を基盤に、皆さまに選択していただけ
る企業グループとして、四国地域の発展と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。ステークホル
ダーの皆さまには、引き続き、ご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

ご挨拶

取締役社長　
社長執行役員

トップメッセージ
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る企業グループとして、四国地域の発展と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。ステークホル
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ご挨拶

取締役社長　
社長執行役員
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23年度の事業運営方針や中期経営計画2025の達成に向けた課題について教えてください。Q
A 電気事業では、発電・小売の其々でリスク耐性の強化と収益力の向上に取り組んでいます。

一方、電気事業以外の事業については、中期経営計画2025の目標達成が概ね視野に入っています。

　当社グループは、中期経営計画2025に基づき、電気事
業と電気事業以外の事業を価値創造の両輪とし、成長を加
速することで、連結経常利益350億円を達成するとともに、
其々の事業で目標利益を1/2ずつ持続的に確保できる事
業体制の構築を目指しています。
　電気事業においては、送配電事業が比較的安定している
一方、発電・小売事業については、全国的な供給力不足懸
念や燃料価格の高騰などで卸電力市場価格のボラティリ
ティが高まるなか、リスク耐性の強化と収益力の向上が課
題と認識しています。
   このうち、発電事業については、燃料価格が高騰するな
かで伊方3号機の競争力は高まっていますが、仮に、高稼
働の続く経年火力がトラブル等で停止し、代替電力を市場
から購入するような事態になれば、大きな収支リスクに晒
されます。このため、2023年度は、近年の厳しい経営環境
下で繰延べてきた修繕工事をしっかりと実施し、火力発電
の供給信頼度の維持・向上を図ることで、リスク耐性を強
化しています。また、西条新1号機の運開により増加した供
給力も活用して、相対販売と市場販売を上手く組み合わ

せ、卸販売の利益最大化を目指します。
　小売事業については、燃料価格の高騰等で厳しい状況に
あったものの、2023年5月に新しい経過措置料金（規制小
売料金）の認可を受けたことで、経営の正常化に目途が付
きました。2023年度については、供給力の確保状況に応
じた販売規模を意識することで、リスク耐性の強化に努め
るとともに、新たな料金プランのもとで、コンサルティング
活動等を通じて、お客さまとの一層の関係性強化によるつ
なぎ止めや電化の推進に取り組んでいます。
   一方、電気事業以外の事業については、情報通信事業や
建設エンジニアリング事業などの一般向け事業が順調に
拡大し、安定的に収益を見込めるようになってきました。国
際事業においても、利益目標の8割程度の確保に目途が付
いており、これまでの経験を糧にリスク管理を徹底しなが
ら、引き続き事業拡大を図っていく方針です。電気事業以
外の事業については、中期経営計画2025の目標達成が概
ね視野に入っており、引き続き着実に取り組みを進めてま
いります。

最近、企業のサステナビリティ情報への関心が高まっていますが、気候変動対策や人的資本に対する取り
組みについて教えてください。Q

A 気候変動対策では、2030年までに既設火力での設備改造に向けて検討を加速しています。人的資本対
応としては、ダイバーシティ・インクルージョンの推進や人材の育成・確保などに取り組んでいます。

エネルギー供給を支える責任ある事業者として、気候変
動問題への対応は重要な課題と認識しており、当社グルー
プは、供給面での電源の低炭素化・脱炭素化と需要面での
電気エネルギーのさらなる活用を両輪に、2050年のカー
ボンニュートラルを目指しています。
具体的な進め方として、まずは、2030年度に小売部門

からのCO₂排出量を2013年度比で50％削減する目標を
掲げており、原子力発電の最大活用や再生可能エネルギー
電源の開発拡大等を進めています。また、火力発電につい
ては、再生可能エネルギー電源の増加により、供給力のほ
か、調整力としての役割も高まっていることから、低炭素
化・脱炭素化を図りつつ、引き続き活用していく方針です。
2023年6月末には、最新鋭の高効率機にリプレースした
西条新1号機が運転を開始しましたが、同機は木質バイオ
マスを混焼しているほか、2025年からは下水汚泥固形燃
料の混焼も予定しており、CO₂排出量のさらなる削減が図
れる見込みです。また、既設火力については、2030年まで
に木質バイオマスの混焼拡大やアンモニア混焼の導入を
目指して社内検討を加速しています。このほか、他事業者

と協業し、水素・アンモニアの導入やサプライチェーンの
構築などについても検討を進めています。
一方、当社グループでは、「人材こそが持続的な価値創
造を推進する最大の原動力」と認識し、人材の価値を最大
限に引き出すために、ダイバーシティ・インクルージョンや
未来を切り開く人材の育成・確保、従業員エンゲージメント
の向上などに取り組んでいます。
人材戦略の観点からは、事業環境や事業ポートフォリオ
の変化に応じて人材の確保・育成を進め、適所に配置して
いくことで、組織全体のパフォーマンスを最大化していく
ことが重要です。このため、電力の安定供給を支える
DNAを継承する人材を計画的に育成していくことはもと
より、魅力的なアイデアやイノベーションを生み出して成
長事業を牽引する人材やDXを推進して新たな価値を生み
出す人材などの確保・育成に力を入れています。また、女
性従業員のキャリア形成や管理職への登用も進めており、
多様な人材が活躍できる職場環境を整備し、働き方改革を
進めることで、持続的な価値創造につなげていきたいと考
えています。

※ 内部取引消去前

小売販売に係るCO₂排出量 発電所員との意見交換会の様子セグメント別収益 主な活動指標

※1 2030年度目標と同じベースのFIT無償配分を除く排出量
※2 FIT無償配分を含む排出量（地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく値）

1,167※1

（1,037※2）
980
程度

1,962※1

2013 2022 2030 （年度）
目標

（万t-CO₂）
2,000

1,500

1,000
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0

約▲40％
▲50％

削減
目標

その他
89億円

情報通信
93億円

国際
15億円（投資損失を除く）

国際
40億円

その他
70億円 電気事業

170億円
程度

情報通信
80億円

［2022年度実績］ ［2025年度目標］

139
億円

350
億円電気事業

▲217億円

設備利用率
（本川揚水除き） 38% 54％ －

［55％］

－ ［国内トップ水準］92％伊方3号機

再エネ新規開発

総販売電力量
（送配電分除き）
四国内小売
四国外小売

国際事業の持分容量

17万kW
－

［50万kW］30万kW

280億kWh
－

［300億kWh］313億kWh

214億kWh 210億kWh221億kWh
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71万kW 150万kW
［200万kW］

89万kW
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実績

2025年度目標
［2030年度目標］
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発販110億円
送配電60億円

発販▲289億円
送配電72億円
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23年度の事業運営方針や中期経営計画2025の達成に向けた課題について教えてください。Q
A 電気事業では、発電・小売の其々でリスク耐性の強化と収益力の向上に取り組んでいます。

一方、電気事業以外の事業については、中期経営計画2025の目標達成が概ね視野に入っています。

当社グループは、中期経営計画2025に基づき、電気事
業と電気事業以外の事業を価値創造の両輪とし、成長を加
速することで、連結経常利益350億円を達成するとともに、
其々の事業で目標利益を1/2ずつ持続的に確保できる事
業体制の構築を目指しています。
電気事業においては、送配電事業が比較的安定している
一方、発電・小売事業については、全国的な供給力不足懸
念や燃料価格の高騰などで卸電力市場価格のボラティリ
ティが高まるなか、リスク耐性の強化と収益力の向上が課
題と認識しています。
このうち、発電事業については、燃料価格が高騰するな
かで伊方3号機の競争力は高まっていますが、仮に、高稼
働の続く経年火力がトラブル等で停止し、代替電力を市場
から購入するような事態になれば、大きな収支リスクに晒
されます。このため、2023年度は、近年の厳しい経営環境
下で繰延べてきた修繕工事をしっかりと実施し、火力発電
の供給信頼度の維持・向上を図ることで、リスク耐性を強
化しています。また、西条新1号機の運開により増加した供
給力も活用して、相対販売と市場販売を上手く組み合わ

せ、卸販売の利益最大化を目指します。
小売事業については、燃料価格の高騰等で厳しい状況に
あったものの、2023年5月に新しい経過措置料金（規制小
売料金）の認可を受けたことで、経営の正常化に目途が付
きました。2023年度については、供給力の確保状況に応
じた販売規模を意識することで、リスク耐性の強化に努め
るとともに、新たな料金プランのもとで、コンサルティング
活動等を通じて、お客さまとの一層の関係性強化によるつ
なぎ止めや電化の推進に取り組んでいます。
一方、電気事業以外の事業については、情報通信事業や
建設エンジニアリング事業などの一般向け事業が順調に
拡大し、安定的に収益を見込めるようになってきました。国
際事業においても、利益目標の8割程度の確保に目途が付
いており、これまでの経験を糧にリスク管理を徹底しなが
ら、引き続き事業拡大を図っていく方針です。電気事業以
外の事業については、中期経営計画2025の目標達成が概
ね視野に入っており、引き続き着実に取り組みを進めてま
いります。

最近、企業のサステナビリティ情報への関心が高まっていますが、気候変動対策や人的資本に対する取り
組みについて教えてください。Q

A 気候変動対策では、2030年までに既設火力での設備改造に向けて検討を加速しています。人的資本対
応としては、ダイバーシティ・インクルージョンの推進や人材の育成・確保などに取り組んでいます。

　エネルギー供給を支える責任ある事業者として、気候変
動問題への対応は重要な課題と認識しており、当社グルー
プは、供給面での電源の低炭素化・脱炭素化と需要面での
電気エネルギーのさらなる活用を両輪に、2050年のカー
ボンニュートラルを目指しています。
　具体的な進め方として、まずは、2030年度に小売部門
からのCO₂排出量を2013年度比で50％削減する目標を
掲げており、原子力発電の最大活用や再生可能エネルギー
電源の開発拡大等を進めています。また、火力発電につい
ては、再生可能エネルギー電源の増加により、供給力のほ
か、調整力としての役割も高まっていることから、低炭素
化・脱炭素化を図りつつ、引き続き活用していく方針です。
2023年6月末には、最新鋭の高効率機にリプレースした
西条新1号機が運転を開始しましたが、同機は木質バイオ
マスを混焼しているほか、2025年からは下水汚泥固形燃
料の混焼も予定しており、CO₂排出量のさらなる削減が図
れる見込みです。また、既設火力については、2030年まで
に木質バイオマスの混焼拡大やアンモニア混焼の導入を
目指して社内検討を加速しています。このほか、他事業者

と協業し、水素・アンモニアの導入やサプライチェーンの
構築などについても検討を進めています。
　一方、当社グループでは、「人材こそが持続的な価値創
造を推進する最大の原動力」と認識し、人材の価値を最大
限に引き出すために、ダイバーシティ・インクルージョンや
未来を切り開く人材の育成・確保、従業員エンゲージメント
の向上などに取り組んでいます。
　人材戦略の観点からは、事業環境や事業ポートフォリオ
の変化に応じて人材の確保・育成を進め、適所に配置して
いくことで、組織全体のパフォーマンスを最大化していく
ことが重要です。このため、電力の安定供給を支える
DNAを継承する人材を計画的に育成していくことはもと
より、魅力的なアイデアやイノベーションを生み出して成
長事業を牽引する人材やDXを推進して新たな価値を生み
出す人材などの確保・育成に力を入れています。また、女
性従業員のキャリア形成や管理職への登用も進めており、
多様な人材が活躍できる職場環境を整備し、働き方改革を
進めることで、持続的な価値創造につなげていきたいと考
えています。

※ 内部取引消去前

小売販売に係るCO₂排出量 発電所員との意見交換会の様子セグメント別収益 主な活動指標

※1 2030年度目標と同じベースのFIT無償配分を除く排出量
※2 FIT無償配分を含む排出量（地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく値）

1,170※1

（1,041※2）
980
程度

1,962※1

2013 2022 2030 （年度）
目標

（万t-CO₂）
2,000

1,500

1,000

500

0

約▲40％
▲50％

削減
目標

その他
89億円

情報通信
93億円

国際
15億円（投資損失を除く）

国際
40億円

その他
70億円 電気事業

170億円
程度

情報通信
80億円

［2022年度実績］ ［2025年度目標］

139
億円

350
億円電気事業

▲217億円

設備利用率
（本川揚水除き） 38% 54％ －

［55％］

－ ［国内トップ水準］92％伊方3号機

再エネ新規開発

総販売電力量
（送配電分除き）
四国内小売
四国外小売

国際事業の持分容量

17万kW
－

［50万kW］30万kW

280億kWh
－

［300億kWh］313億kWh

214億kWh 210億kWh221億kWh
5億kWh 10億kWh12億kWh

71万kW 150万kW
［200万kW］

89万kW

2020年度
実績

2022年度
実績

2025年度目標
［2030年度目標］

トップメッセージ

発販110億円
送配電60億円

発販▲289億円
送配電72億円
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コーポレートガバナンスの向上やコンプライアンス遵守に関するお考えをお聞かせください。Q
A コーポレートガバナンスの充実は、持続的な価値創造の基盤です。また、情報の目的外閲覧は重く受

け止めており、行為規制に関するコンプライアンス意識の徹底や内部統制の強化を図っています。

コーポレートガバナンスの充実は、持続的な価値創造の
基盤になるものです。当社は、取締役に占める社外取締役
比率が36％と高く、5名の社外取締役全員が東京証券取引
所の規定を満たす独立役員、うち2名は女性を選任してい
ます。また、任意の委員会として、社外取締役が構成員の過
半数を占め、かつ委員長を務める人事検討委員会で、代表
取締役および取締役、役付執行役員の選任・解任、相談役・
顧問の委嘱・解嘱に関する事項等を審議しています。同様
の建付けとなる報酬検討委員会では、取締役の報酬水準等
を審議しており、2019年度には、中長期的な企業価値向上
のインセンティブとして株式報酬を、2023年度からは短期
的な業績向上に対するインセンティブとして連結経常利益
などを基準指標とする業績連動報酬を導入しています。
   当社は、社外取締役の最も重要な役割を業務執行から
独立した立場で経営の監視・監督を行うことと考えており、
全ての社外取締役に監査等委員を委嘱しています。2022
年度には監査等委員会を18回開催し、業務執行上の重要
事項などについてご意見をいただきました。また、取締役
会のみならず、定期的な懇談の場等で社内取締役や役付
執行役員と意見交換・議論をしていただくことで、当社グ
ループの事業経営に新しい目線・気づきが加わり、ガバ

ナンスの質が向上しています。
　一方、コンプライアンスの観点からは、2023年2月に判
明したお客さま情報の目的外閲覧事案について、大変重く
受け止めております。本件は、当社の従業員が四国電力送
配電㈱が管理する他社のお客さま情報を災害対応以外の
目的で閲覧したというものです。閲覧目的は、お客さまか
らの各種問合せに対する契約状況の確認などであり、営業
目的で閲覧した事例はなかったものの、当社および四国電
力送配電㈱の双方で再発防止対策を講じてコンプライ
アンス意識の徹底を図るとともに、行為規制に関する内部
統制体制を強化し、信頼回復に取り組んでいます。
　また、電力他社の独占禁止法違反が社会問題となってい
ることを踏まえ、当社は、カルテル・談合およびその疑いを
招く行為を防止する観点から、「競合他社との接触管理規
程」を2023年4月に制定し、競合他社との接触に際して、
遵守事項や問題があった場合の対応、社内報告等につい
てルールを定めました。また、取締役や営業・企画部門の
幹部を対象に、弁護士による独占禁止法の勉強会を実施
し、カルテルを防止するための留意点等について改めて認
識を共有するなど、コンプライアンス意識の徹底を図って
います。

ガバナンス強化に向けた主な取り組み 目的外閲覧事案の概要

トップメッセージ

2023年：業績連動報酬の導入

2020年：人事検討委員会の設置
  ：社外取締役の増員（4名→5名）

2019年：株式報酬制度の導入

2017年：監査等委員会設置会社へ移行
  ：社外取締役の増員（2名→4名）

2015年：よんでんコーポレートガバナンス基本方針を策定
　　　  ：報酬検討委員会の設置
　　　  ：取締役会の実効性評価を開始

行
為
規
制
に
基
づ
く
対
応

今
回
の
ケ
ー
ス

お客さま お客さま四電営業部門 四電のお客さま
管理システム

お客さま自身にて
契約先電気事業者に
契約状況の再確認

お客さまに依頼契約を確認問合せ

託送お客さま管理システム
(平時から閲覧が可能となっていた）

当社と契約中のお客さま
ではないことを入念に確認

当社との契約が
無かった場合

四国電力送配電㈱が管理するお客さま情報の目的外利用事案等の発生を踏まえ、当社および四国電力送配電㈱の双
方で再発防止対策を講じるとともに、行為規制に関する内部統制体制を強化し、信頼回復に取り組んでいます。

当社は、行為規制に係る内部統制体制を強化し、新たに、
•営業部門内で、再発防止策を推進・統括する「意識改革・業務改善推進プロジェクト」を設置
•全社レベルで、行為規制遵守の取り組みを推進・統括する「行為規制遵守プロジェクト」を設置
•内部監査を行う考査室内に、全社の行為規制遵守状況を専門的に監査する「行為規制監査」を設置
しました。さらに、社外有識者等の第三者による助言・指導を受ける仕組みを加えることで、客観的で実効性の
高い体制を整備しています。

行為規制に係る内部統制体制の強化

再発防止への取り組み

お客さま情報の目的外閲覧事案に関する再発防止対応

四国電力における内部統制体制の強化 （赤字の組織・機能を新設）

四国電力送配電㈱の対応

当社の対応

• 託送お客さま管理システムについて、四国電力の従業員が災害等非常時以外はアクセス
できないように改修を実施。（同システムは、従前より物理分割を実施済）
•託送お客さま管理システムへのアクセスログを管理し、定期的に解析を実施。

•行為規制に関する研修の実施、社長や営業部門幹部の職場巡回などによる従業員との対
話活動を通じて、従業員の意識改革を継続的に実施
•業務マニュアルの総点検や業務フローの見直し・改善などを実施

※ 四国電力送配電㈱においても、全社的な行為規制遵守に係る取り組みを統制・評価する委員会や専任の実行組織の設置、
　 内部監査を行う考査部への行為規制遵守担当部長の配置などの対応を実施

コンプライアンス推進委員会（委員長：社長）
［コンプライアンスに関する全社的な取り組みを統括・実施］

社外弁護士

監査等委員会内部監査

報告

助言・指導

報告 監視・指導

確認・助言

相談
助言

全社的な行為規制遵守
状況に対する助言・指導

電気事業連合会
コンプライアンス
推進本部

（外部専門家）の活用

報告 監視・指導

行為規制遵守プロジェクト
全社的な行為規制遵守に係る取り組みの推進・統括
（再発防止策の推進状況の監視、指導、教育 など）

行為規制監査
（行為規制監視統括監） 第三者チェック

（社外有識者 等）全社的な行為規制遵守
状況を専門的に監査

内部監査

営業部門 発電部門 間接部門
等

改善活動の推進

意識改革・業務改善推進プロジェクト
［営業部門における再発防止策の推進・統括］

本店・支店・営業所

監査
監査考査室
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コーポレートガバナンスの向上やコンプライアンス遵守に関するお考えをお聞かせください。Q
A コーポレートガバナンスの充実は、持続的な価値創造の基盤です。また、情報の目的外閲覧は重く受

け止めており、行為規制に関するコンプライアンス意識の徹底や内部統制の強化を図っています。

コーポレートガバナンスの充実は、持続的な価値創造の
基盤になるものです。当社は、取締役に占める社外取締役
比率が36％と高く、5名の社外取締役全員が東京証券取引
所の規定を満たす独立役員、うち2名は女性を選任してい
ます。また、任意の委員会として、社外取締役が構成員の過
半数を占め、かつ委員長を務める人事検討委員会で、代表
取締役および取締役、役付執行役員の選任・解任、相談役・
顧問の委嘱・解嘱に関する事項等を審議しています。同様
の建付けとなる報酬検討委員会では、取締役の報酬水準等
を審議しており、2019年度には、中長期的な企業価値向上
のインセンティブとして株式報酬を、2023年度からは短期
的な業績向上に対するインセンティブとして連結経常利益
などを基準指標とする業績連動報酬を導入しています。
当社は、社外取締役の最も重要な役割を業務執行から
独立した立場で経営の監視・監督を行うことと考えており、
全ての社外取締役に監査等委員を委嘱しています。2022
年度には監査等委員会を18回開催し、業務執行上の重要
事項などについてご意見をいただきました。また、取締役
会のみならず、定期的な懇談の場等で社内取締役や役付
執行役員と意見交換・議論をしていただくことで、当社グ
ループの事業経営に新しい目線・気づきが加わり、ガバ

ナンスの質が向上しています。
　一方、コンプライアンスの観点からは、2023年2月に判
明したお客さま情報の目的外閲覧事案について、大変重く
受け止めております。本件は、当社の従業員が四国電力送
配電㈱が管理する他社のお客さま情報を災害対応以外の
目的で閲覧したというものです。閲覧目的は、お客さまか
らの各種問合せに対する契約状況の確認などであり、営業
目的で閲覧した事例はなかったものの、当社および四国電
力送配電㈱の双方で再発防止対策を講じてコンプライ
アンス意識の徹底を図るとともに、行為規制に関する内部
統制体制を強化し、信頼回復に取り組んでいます。
また、電力他社の独占禁止法違反が社会問題となってい

ることを踏まえ、当社は、カルテル・談合およびその疑いを
招く行為を防止する観点から、「競合他社との接触管理規
程」を2023年4月に制定し、競合他社との接触に際して、
遵守事項や問題があった場合の対応、社内報告等につい
てルールを定めました。また、取締役や営業・企画部門の
幹部を対象に、弁護士による独占禁止法の勉強会を実施
し、カルテルを防止するための留意点等について改めて認
識を共有するなど、コンプライアンス意識の徹底を図って
います。

ガバナンス強化に向けた主な取り組み 目的外閲覧事案の概要

トップメッセージ

2023年：業績連動報酬の導入

2020年：人事検討委員会の設置
：社外取締役の増員（4名→5名）

2019年：株式報酬制度の導入

2017年：監査等委員会設置会社へ移行
：社外取締役の増員（2名→4名）

2015年：よんでんコーポレートガバナンス基本方針を策定
：報酬検討委員会の設置
：取締役会の実効性評価を開始

行
為
規
制
に
基
づ
く
対
応

今
回
の
ケ
ー
ス

お客さま お客さま四電営業部門 四電のお客さま
管理システム

お客さま自身にて
契約先電気事業者に
契約状況の再確認

お客さまに依頼契約を確認問合せ

託送お客さま管理システム
(平時から閲覧が可能となっていた）

当社と契約中のお客さま
ではないことを入念に確認

当社との契約が
無かった場合

　四国電力送配電㈱が管理するお客さま情報の目的外利用事案等の発生を踏まえ、 当社および四国電力送配電㈱の双
方で再発防止対策を講じるとともに、行為規制に関する内部統制体制を強化し、信頼回復に取り組んでいます。

当社は、行為規制に係る内部統制体制を強化し、新たに、
•営業部門内で、再発防止策を推進・統括する「意識改革・業務改善推進プロジェクト」を設置
•全社レベルで、行為規制遵守の取り組みを推進・統括する「行為規制遵守プロジェクト」を設置
•内部監査を行う考査室内に、全社の行為規制遵守状況を専門的に監査する「行為規制監査」を設置
しました。さらに、社外有識者等の第三者による助言・指導を受ける仕組みを加えることで、客観的で実効性の
高い体制を整備しています。

行為規制に係る内部統制体制の強化

再発防止への取り組み

お客さま情報の目的外閲覧事案に関する再発防止対応

四国電力における内部統制体制の強化 （赤字の組織・機能を新設）

四国電力送配電㈱の対応

当社の対応

• 託送お客さま管理システムについて、四国電力の従業員が災害等非常時以外はアクセス
できないように改修を実施。（同システムは、従前より物理分割を実施済）
•託送お客さま管理システムへのアクセスログを管理し、定期的に解析を実施。

•行為規制に関する研修の実施、社長や営業部門幹部の職場巡回などによる従業員との対
話活動を通じて、従業員の意識改革を継続的に実施
•業務マニュアルの総点検や業務フローの見直し・改善などを実施

※ 四国電力送配電㈱においても、全社的な行為規制遵守に係る取り組みを統制・評価する委員会や専任の実行組織の設置、
内部監査を行う考査部への行為規制遵守担当部長の配置などの対応を実施

コンプライアンス推進委員会（委員長：社長）
［コンプライアンスに関する全社的な取り組みを統括・実施］

社外弁護士

監査等委員会内部監査

報告

助言・指導

報告 監視・指導

確認・助言

相談
助言

全社的な行為規制遵守
状況に対する助言・指導

電気事業連合会
コンプライアンス
推進本部

（外部専門家）の活用

報告 監視・指導

行為規制遵守プロジェクト
全社的な行為規制遵守に係る取り組みの推進・統括
（再発防止策の推進状況の監視、指導、教育 など）

行為規制監査
（行為規制監視統括監） 第三者チェック

（社外有識者 等）全社的な行為規制遵守
状況を専門的に監査

内部監査

営業部門 発電部門 間接部門
等

改善活動の推進

意識改革・業務改善推進プロジェクト
［営業部門における再発防止策の推進・統括］

本店・支店・営業所

監査
監査考査室
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トップメッセージ

東京証券取引所が要請する資本コストや株価を意識した経営をどのように実現していきますか。Q
A 資本コストや資産効率を意識しながら、まずは、足元の収益性を高めるとともに、当社グループが将来に

亘って、持続的に成長していく道筋をしっかりとお示ししていくことが重要と考えています。　

　当社グループは、経営目標にROA・ROEを掲げ、資産
効率の向上を意識して資本コストを上回る利益の継続的
な確保や資本コストの低減に取り組むとともに、財務の健
全性を維持しながら、株主の皆さまからお預かりした株主
資本の効率向上にも留意した事業経営を進めてまいりま
した。これは、東京証券取引所が上場企業に要請している
資本コストや株価を意識した経営に沿ったものであると認
識しています。
　燃料価格の高騰影響などにより、近年、厳しい経営状況

にありましたが、電気事業については、お客さまのご理解
を得ながら電気料金を一通り見直したことで、経営の正常
化に目途が付きました。今後は、発電・小売の其々で、事
業基盤の回復を図りながら収益性を高めていくとともに、
堅調な電気事業以外の事業と併せて、当社グループが将
来に亘って持続的に成長していく道筋をしっかりお示しし
ていくことが重要と考えており、引き続き、資本コストや
資産効率を意識しながら、株主・投資家の皆さまの期待に
応えてまいります。

今後の資本政策、株主還元方針についてお聞かせください。Q
A 財務体質を着実に改善しながら、中期経営計画の最終年度となる2025年度までに、年間50円配当の実

現を目指してまいります。

　株主還元については、安定的な配当の実施を基本に、
業績水準や財務状況、中長期的な事業環境などを総合的
に勘案して判断しています。
　近年の経営状況を反映して財務体質が毀損しており、
2022年度末の連結自己資本比率は18.3％となりました
が、2023年度からは、電気事業経営の正常化により営業
キャッシュフローが回復すること、また、電気事業の大型
投資が終了することでフリーキャッシュフローが黒字化す
ることから、今後は有利子負債が減少して財務体質が改
善していく局面に移行します。
　このため、財務体質の着実な改善を図りながら、並行し
て配当を安定的に実施し、中期経営計画の最終年度とな
る2025年度までに連結経常利益350億円を達成し、電
気事業と電気事業以外の事業で目標利益を1/2ずつ持続
的に確保できるようにしていくことで、年間50円配当の
実現を目指してまいります。

　株主・投資家の皆さまには、当社グループの事業活動
について、引き続きご理解・ご支援を賜りますよう、お願
い申し上げます。

事業活動による価値創造

●電気事業
   ・P.31　発電 
　・P.37　販売
　・P.39　送配電

●電気事業以外の事業
   ・P.42　成長事業の拡大
　・P.45　新たな事業・サービスの提供

■ 当社グループは、四国地域を事業基盤とし、お客さまの暮らしを支えるマルチユーティリティ企業グループ
として、持続的な企業価値向上を目指した事業運営を行っています。

■ 事業運営に際しては、2030年度を見据えたグループビジョンに基づき、電気事業と電気事業以外の事業毎
に目標・方針を定め、その実現に向けて、グループ一丸となって取り組んでいます。
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